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地域における高齢者のポリファーマシーの始め方と進め方   R7.2.27 

多剤服用(6 剤以上)による薬物有害事象をポリファーマシーと捉えがちだが一律の剤数／

種類数のみに着目するのではなく、安全性の確保等から見た処方内容の適正化が求められ

ることを理解し、ポリファーマシ―対策に取り組む必要がある。 
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・処方・剤形の工夫に入る前にまずは ACP、薬物有害事象（ふらつき、転倒、食欲低下、

便秘、抑うつ、認知機能低下など）に対する非薬物的対応（生活習慣の改善、環境調整、

ケアの工夫）が肝要であり、そのためには患者を共に支える多職種の連携は重要である。 

  例）生活習慣病に対する塩分制限や運動療法等 

 

 

 

・非薬物対応では効果が不十分またはそれらの実施が困難な場合は薬物療法への切り替え

を検討する。 

 

・薬剤によっては急な中止により離脱症状が現れたり罹患疾患を悪化させる場合もあるの

でフローチャートなどを用い十分考慮する。 

 

・患者や家族へポリファーマシ－の問題を理解してもらうため説明用のリーフレット等を

活用する（資料参照） 
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・すでにある仕組みや既存ツールを活用、ポリファーマシーの視点を導入 

 

 

 

＊上記チームにおいて患者に働きかけポリファーマシーを調整するキーマンを決める 

 （かかりつけ医やかかりつけ薬剤師が望ましいが患者が一番相談しやすい者が最適であ

り患者の意思を尊重して決める） 
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・ポリファーマシー対策の課題と対応策 

（1） 他職種連携が十分でない 

（2） 患者の服用薬の一元的把握ができない 

（3） 効率的に対応患者の抽出を行いたい 

（4） ポリファーマシーであることを判断することが難しい 

（5） 医師が自家以外の処方薬を調整することが難しい 

（6） 病態全体をとらえることが難しい 

（7） 見直し後の処方内容をかかりつけ医へフィードバックする体制が構築されていない 
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（8） 人員不足のため地域におけるポリファーマシー対策に積極的に関与する時間が取れ

ない 

 

・ポリファーマシー対策の進め方 

1. ポリファーマシー対策の体制づくり 

（1） ポリファーマシーの概念を確認する 

（2） ポリファーマシー対策の目的を確認する 

（3） 資料を取りそろえる 

（4） ポリファーマシー対策を推進する担当者を決める 

（5） 自治体や保険者がポリファーマシー対策にかかわる 

（6） 地域包括ケアシステムを担う医療・介護関係者との連携体制を作る 

（7） デジタルを活用してポリファーマシー対策を進める 

（8） 費用について考慮する 

 

2. ポリファーマシー対応の実施 

（1） 地域でのポリファーマシー対策の全体的な方針を会議体で検討する 

（2） 地域の現状を把握する 

（3） 地域住民の理解を深める 

（4） 地域の医療・介護関係者等の理解を深める 

（5） 地域で啓発活動を行う 

（6） ポリファーマシー対策の成果をモニタリングする 

 

3. ポリファーマシー対策の実施例 

（1） 外来、在宅医療を受けてる患者に対応する 

（2） 医療機関から退院した患者に対応する 

（3） 介護老人保健施設等で対応する 

（4） 自治体や保険者と協力して対応する 

（5） 多職種で協力して対応する 

 

 

以上 
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